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書式第 3号の①  (法第 44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 相対値基準・原則用)

嵯意申D
・ ヨ暉辟!腱期間とは、申睛書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ2年、更新は5年)内に終了した各事業年度

のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

倒えli 3月決算法人が24年 6月に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行つていなけ‖ニ ヨ嘲辟嚇勢間は

初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日から24年 3月 31日 (更新時は5事業年度)となります。
・ チェック欄には、この表の各欄D記載を終了し、基準を満たしていることを確盟したら『チェック楓1にチェックを記載してくだ

さい (第 2表以下についても同様です。)。

・ (3こついてIよ 小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してくださし、

法人名 樋脚躙臥理嗽却際 実績判定期間 平成濁 年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

1 経常収入金額のうちに寄附金竹収入金額の占める割合力鼎 l定期間 (下記注意事項参照)におい
て5分の1(20%)以上であること。

チェック相

ツ

経 常 収 入 金 額 (② の 金 額 ) ① a,0■ 2● 円

ヽ
［ン

く

寄 附 金 等 収 入 金 額 (Oの 金 額 ) ② 7,M3,118円

基準となる割合 (②÷①) ③
".32%

実 績 判 定 期 間

総 収 入 金 額 ⑦ 2,,ま2824円

控

除

金

額

国の補助金等の金額 (②欄に金頃の記載がある場合は、記入7■D ④ 0円

委託の対価としての収入で国等から支払われるものの金額 ⑫ 0円

法律等の規定に基づく事業で、その対価を国又は地方公共団体が負担することとされて

いる以融合′2負を選≧額
○

0円

資産の売却収入で臨時的なものの金額 ③ 0円

適贈により受け入れた寄附金等のうち基璃限胸3日顔に相当する金額 (付表1(相対値

基準・原則用)C精の「()」 )

②
0円

寄附者の氏名(法人の名称)等が明ら力Vょもののうち、同一の者からの寄附金でその合計

額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準・原員1月)(創D ○
%0円

寄附者の氏名 (法人の名称)等が明らかでない割附金額 (付表1(相対値基準・園謝用)

◎1働
②

郷4322円

差引金額 (⑦ ④―⑫―O③ ② O② ) ② 25,0“,22円

O受入寄附金総額 (付表1(相対値基準・原員1媚)IЭ鋤 4“1,038円

一者当たり基準颯度超過額の合計額 (付表 1(相対値基準 り頑1明)IGD ① 114〔97円

寄附者の氏名(法人の名称)等が明らかなもののうち、同一の者からの割附金でその合

計額が1千円未満のものの額 (付表1(相対値基準・厠 1用)(DD
②

%0円

控

除

金

額 割 緒の氏名(法人の名和 等力期 ら力でなし蛹鮒,金額 (付表1(相対値基準・娠諷1明 )

0開
④ %432円

差引金額 (O―①―⑫―Θ) ○ 3,671,お9円

会費収入 (O欄と付表2(相対値基準用)C欄のうちいずれか少ない慰D ② 0円

国の補助金等の金額 (C相の金額を限度とする。) ② 3,“ 1,関9円

錦北曽頃 ③+②+② ① 7,M3,118円



書式第3号の③ (法第44条・51条関係)

受け入れた寄附金の明細表 第 1表付表 1(相対値基準・原則用)

し

V

法人名 特定非営利活動法人甦生物保全尋研究会 実績判定期間 平成 26年 4月 1日 ～平成 31年 3月 31日

1 基準限度額の計算

2 寄附者の氏名 (法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかでない

④の うち寄附者の氏名 (法 人にあっては、その名称 )

及 び そ の 住 所 が 明 ら か で な い 寄 附 金 の 額
◎ 264,322円

3寄 の氏 (法人にあっては、その名称)及びその住 らかな

(注意事項)

①～③の各欄の
'( )」

には、遺贈 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相競人

に係る相犠の開始があったことを知つた日の翌日から:0か月以内に当腋相編により当腋贈与者が取得した財産の全部又は一部を当腋贈与者

から贈与 (贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除きます。)により受け入れた寄財金の饉を記載してください。

受 入 寄 附 金 総 額 O 4,051,038円

基準限度額 (受入寄附金総額の 10%相当額 (⑥×10%)) ⑤ 405,103円

基準限度額 (受入寄附金総額の50%相 当額 (⑥×50%)) ◎ 2,025.519円

寄附金の合計額が 20万円
以上の役員の氏名

役職

①

寄附金額

②

①相と③ (特定公益増進

法人、認定特定非営利活

動法人については◎)欄
のいずれ力沙 ない金額

①のうち基準限度超過
額 (①―②)

③

該当なし
＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

，

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

＞

円

役員等からの寄附金の額が 20万円以上

のものの合計額
①

0円 0円 0円

特定公益増進法人、

認定特定非営利活動

法人

○

0円 0円 0円

①欄以外の同一

の者からの寄附

金の額が 1千円

以上のものの合

計額 ⑪相以外の者 ⑥
)

3,786,456円

)

3,671,559円

)

114,897円

同一の者からの寄附金の額が 1千円

未満のものの合計額
O

)

260円

①
3,786,716円

( )

①

)

114,897円
合  計 (①十①十◎+0)



書式第3号の⑤ (法第44条・51条関係)

社員から受け入れた会費の明細表 第 1表付表2(相対値基準用)

法人名 特定非営利括り厳人 野生生物保全論研銃会 実績判定期間 平成26年 4月 1日 ～平成31年 3月 31日

1 社員の会費に関する基準

社員の会費の額を分子に算入する場合

は、実績判定期間において、次のイと口の基準を満たす必要があります。

※ イと口の基準を満たしている場合は、「2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算」を行つてくだき
い。

2 社員の会費の額の受入寄附金算入限度額の計算

し

W

社 員 の 会 費 の 額 の 合 計 額

①から控除する金額 (① ×② )

①
円

③
円

↓

第1表 (相対値基準・原則用)●欄又は、
第1表 (相対値基準・′I規模法人用)①欄ヘ

差  引  金  額 (① ―③)

α意申①

・ 社員の会費に関する基準について確認するため、会則等や社員名簿の提示を求める場合があります。

基 準 基準を満たしている旨を証する書類の名称とその内容等 判  定

イ
社員の会費の額が合理的な基準により

定められている

平成%年 6月 8日 の総会で会費の額をQ∝Ю円とし韻 の呼

称を正会員から運営会員に変更し,電
回 。いいえ

ロ

社員 (役員等を除く。)の数が四人以上

である

運営会員名簿に 13名 (う ち役員9名)登載 (冷和元年

6月 24日 現泊〕
は い ・ しヽ えヽ

共益的活動の割合 (第 2表③欄 ) ② %

④
円



‐
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書式第6号の① (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注な事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた薇■を目●してください。

法人名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 チっ 夕欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める●合が50%未満であること /

イ 会員等に対する責産の議凛若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の■演等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対彙が会員等である活動 く責産の饉壼等のうち対価

を得ないで行われるものキを除く。)

口 会員等、特定の団体の構成員、特定の■城に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準するものを有する者その他便査の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する責

産の協演等を除く。)

(注意事項)特 定の地壌とは、一の市区町村の区崚の一部で地■に基づく地崚をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に目する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対し、その者の意に反 した作為又は不作為を求める活動

①
(樹瞑 )

3■α71,175円

② 0円

O②ヘ

基準となる割合 (②÷①) ③ 0%

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等

①のうちイ～二の活動に係る金額等

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
O

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑥

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 O 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (③ +O+◎+O+◎ ) ① 0円



書式第 7号 (法第 44条・ 51条・ 58条関係 )

認定基準等チエック表 (第 3表 ) (3"D

ν

し

(え」は1嘱E)

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)1よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報蹄翻顕閣出書Dの提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必ヨまありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たって!よ 法第55条第1項に基づぐ●顆(役員報酬幌濯等提出書わ に配載した事」こついて、

添付を4鋼書することができます。

法人名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 チェック相

3運営個繊及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

② 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ソ

ハ 会計について

…

又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途力朝 らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

(注 2)

各欄D鵬 は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及び〕こついて|ム 小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「嘲助寿等」の

グループの人

数

割 合

(②÷①

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(①÷⑥

① ② ③ ④ ⑤

④
平成26年4月 1日～平成27年 3

月31日 12人 0人 0% 2人 166%

⑮
平成 η年 4月 1日～平成28年 3

月31日 11人 0人 0% 2人 t8.ly"

◎
平成

"年
4月 1日～平成 29年

3月 31日 11人 0人 0% 2人 181%

①
平成

"年
4月 1日 ～平成∞年3

月 31日 9人 0人 0% 0人 0%

◎
平成30年4月 1日～平成31年 3

月 31日 9人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
9人 0人 0% 0人 0%

各社 員の表決権が平等である ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

上記を証する書類の名称とその内容等



｀ ノ

W

第3表 くりuD

中

B●蒻

"■

■

"』
■詢中●

==性
工 ‐ 轟

""ロ
ニ●づく‐  (口■

…

閾 ‐ 喘 ‐ ‐ てヽエ

めて●●サ■らョはいり■せス、

ェック ∝ 3わ

○ コこおいて、町お金が明らかでないもの」と:ム 法人が費用として支出した榊 うち、その費途を確認することができないも

のをしヽ 、ヽ法メ」ヽ 名目に嬰オ,らず支出し彎 その費途が明らかでないもの力ヽ これこ当たります。 な幸ミ意図瑚こその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費遡り鶏月らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできませムら

項 目 0 ⑥ ◎ 0 ◎ ① 申誦岬寺

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい はい はい はい [tv \

l, \L \i
はい

帳簿書順の備付け、取引の調録及び崚諄書類の保存
を青色申告法人に準して行っている

CD
レ`いえ いいえ vv\.t- しヽ えヽ いいえ

はい

いいえ しヽ えヽ

奎」白饉 ■:饉0口:墜」

…

■■1… 週 雌 工ゝ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申引中寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

」がある等の不適正な饉理の有無
有・Q 有・〇 有・〇 有・〇 有・⑬ 有・無 有・Q

ハ

注 意 事 項項    目 記 載 要 領

イの各相 区分欄の「③円①」α洛■‖ごム 実績判定期間の各事業

年度 (:又は各年)を記載しまう■

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②り及

び「④」の各相[こ譲当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書目の名称とその内容等」福には、例え

,よ rも款収は会員0第0熱こ『各正会員の表決楓よ平

等なものとする』と規定」のように識 します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄こ:茜置する書類の内容を文書のと

おりに記載します。

O r会議ど力 てヽ公澤会計土又は監査

法人の監査を受ナている」の 1菫ヒLL

lこ_「C≧1_L塗」:ヒ合:二L!J:ヨ自i匡12翌 :日

`ヒ

1重 :

付し工≦
=奎

里L
② 晴網嗜類の備付け、取引の記録及

U嗜聯議紛保存を青色申告法人lJ申

盪塑漫Ш_2ヨ理塑董L二笠塾L
した場創ごi第 3 曜 鋼饂表付表 2

じて行つている」o) tttr,r tr tol

ハの各欄 該当する一方を 輌〇」
‐C賜 まヽす。

なよヽ 「③」から l①りについては、イに和戦する各期間

(「①」から「C】)を示したもので九

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みまう■

なミ 10」 から l①」についてIム イに記載する各掲間

α動 から fOu)を示したもの・で九

記載要領の補足

CD

CD



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

V

V

法人名
特定非営利活動法人

野生生物保全論研究会
③ ⑤ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

役  員  数 12人 11人 11人 9人 9人 人 9人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

2人 2人 2人 0人 0人 人 0人

役 員 の 内 訳

氏   名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

① (D ◎ 〇 ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日

小原 秀雄 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 13年 3月

1日 就任

安藤 ス : 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 18年 6月

17日 就任

小川 潔 理事
○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 19年 6月

30 日就任

森川 純 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 17年 6月

22日 就任

池本 桂子 理事

○ ○

平成 19年 6月

30日 就任

平成 27年 6月

29日 退任

鈴 木 希 理

恵

(田 村 希

理恵)

理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 19年 6月

30日 就任

永石 文明 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 23年 1月

7日 就任

並 木  美 砂

子

理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 21年 6月

14日 就任

(1)最 も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

{2)最 も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の規族等」のグループの人数



西原 智昭 理事

○ ○ ○ ○

平成 23年 1月

7日 就任

平成 29年 6月

29日 退任

古沢 広祐 理事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 21年 6月

14日 就任

山極 壽一 理事

○ ○ ○ ○

平成 14年 7月

16日 慮tiE

平成 29年 6月

29 日離

磯田 厚子 監事

○ ○ ○ ○ ○ ○

平成 13年 5月

16日 就任

■■■

V

つ

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申睛に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。



V

W

書式第 9号 (法第 44条・51条・ 58条‐関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(口i腰領)

「伝票又は帳簿名」樹ま、例えば「入金伝環し、「出鈍 、「振替伝票」、:預金出納虚」、「総勘定元帳」などのように1調tします。

「左の帳簿等の形態」相は、「単頭し、Dレーズリーフ」、「打 報簿」などのように配載します。

「記帳の時期」欄は、|■時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬頗程等提出書類)|=日馘 した内容に変更

がないときは、添付を獨略することができます。

法人名 特定非営禾1括載法人 野生生物保全論研究会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

振替伝票 単票 都度 10年

総勘定元帳 会計ソフト (会計王)

ノレーズリーフ

月 1回 10年

仕訳日記帳 会計ソフト (会計王)

ノレーズリーフ

月 1回 10年

給与台帳 表計算ソフト (エクセノ②

ルーズリーフ

月 1回 10年



書式第10号 (法第44条・51条・58条関nl

認定基準等チェック表 (第 4表) (初葉)

ヽ′

V

(注意1中O
・ :秘定書ロレ ェック表 (第 4表)」 iよ 法第5条第 1項に基づく書類 艘唄口躙闘腱嘲口出臼Dの腱出時においても日職
及び添付する必要があります。その場合、『認定基準導チェック表 第4表 (次葉)」 0ヽ及び二)の記職及び濠付の必要はありま
せん。

・ 鯉定の■力鵬田県D更新の申請に当たつて|よ 法第関条第 1項に基づく書類 (役員1願酬層程中提出書類)に記載した事項につい

て、添付を●略することができます。

法人名 物静贈 和偏醐法人 野生生4劾賭覇紆眈会 チェック相

4 1事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し欄酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特男|に)利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の顔の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申宙甲序

宗教の教義を広め、儀式をイ■ヽ及び信者を

教化育成する活動
有・① 有。① 有・① 有・① 有・⑬ 有・ 無 有・⑬

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・⑬ 有・⑬ 有・① 有・① 有・① 有・ 無 有。①

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反

対する活動

有・① 有・⑬ 有。① 有・⑬ 有・① 有 ・ 無 有。①

ロ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申宙静寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況1当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する瑯□権)支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他′役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・Q 有・Q 有・① 有。① 有・Q 有・無 有・Q

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の談渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有・Q 有・Q 有・Q 有・Q 有・Q 有・無 有・Q

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・① 有・Q 有・① 有・① 有・〇 有・無 有・Q

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公霧 にある者に対する寄附の

有無

有・Q 有。① 有・Q 有・Q 有・Q 有・無 有・〇

ノ

/ヽ



V

V

4表 ″CD

∝意中D
・r認定基準等チェック表 (第4表 1処D」 0ヽ及び二)iよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬目濯簿提出●驀Dの搬出時に
は配職及び添付の必要はありません。
・「ハ及び二」α〕こついて:よ 小数点以下第3位を切り捨てた数儘を麟 してくださし、

項 日

【 実態判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 3r,071175円

特定非営和括動に係る事業費の額 ② 3Z"1,175円

特U耀畢1括動の割合 (②■③ ③ 1∞%

ハ

注・『ハ」について、事業費以外の指

標により][算を行う場合日よ

使用した指■及び単位を口鵬

してくださしヽ

・損益計鉢■により算出した場

創こつして :ム ロ閣 願α 瞳

事項をご碑曰くださしヽ

使用した指標 単位

皇曇畦塑壼菫亜並塑整
菫±L≦

`菫
望L

項 日

［ 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 4051,038円

受入寄附金総額の うち特定非営
利活動に係 る事業費に充てた額

② t051,αB円

受入寄附金の充当割合 (②÷③ ③ 100%



し

し

書式第11号 (法第44条・51条・58条関崎

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

(注意事lD
「役員等に対する報酬諄の状況 (第 4表付表 1)」 |ム 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等日出書Dの 提出時には記載

及び添付の必要はありません。

認定の有効醐閥り更新の申請に当たって1よ 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員欄醐規程等闘出書0に 配載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係 い)にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 (塞績判定塑質量工壁塁塁望2

提出旦と含雪豊整登期堕超狙力≧L菫董書の提出の日圭で1三征2左取引等)について以下の項目を記載してくだ

さし、
(注 1)「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係

③ 上記①又ヤま0に掲げる関係にある者ο埴]F:者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

l 役員に対する報酬又は給与の支給

氏    名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

平成26年 4月 1日～令和元年6

月2日 (給与として)

6,2(Ю,∝Ю円

2役 員の親族等 は2)である職員に対する給与の支給

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

な し 円

円

円

円

円

円

(注 2)「役員の純膠詢 と|よ 役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と4守味の関係にある者をいいます (「特殊の風誌系」

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及び総額

集 計 期 間 平成26年 4月 1日 ～令和元年 6月 24日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

2人 Q807,6α)円



し

V

書式第12号 (法第44条・51条・58条関的

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(t口D

(えb感 |●阿D
・ 「役員等に対する資産の腱濃等の状況簿 (第 4表付表 2)」 :よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬椰腱嘲田」■Dの幌出

時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間のコ新の申睛に当たつてiよ 法第55条第1項に基づく轡順 (役員報艶翻闘限出●0に記載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動 野生生物保全論研究会

1 役員、社員、職員若しくは早話賭若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係③にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 魅肇艶l

日 日から の ŕ) について以下

の項目を詢載してくださし、

(習,「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婿姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及醐 人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
③ 上記①�ま〕こ掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2)資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし
円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

該当なし
円

円

円

円

円

円

円



第4表付表2(2欠ヨD

V

‐ 寄 附 の 目 的 等支 出 先 の 名 称 等 所 等住 支 出 年 月 日 支 出 金額

3321“ 円 ポレポレ基金い葡∫コ

ンゴ民主共和国)によ

るゴリラ保全活動支

援のため

平成%年 4月 ∞ 日

平成%年 8月 6日 ■6,891円 同上

同上平成%年 11月 4日 3ンlL`“[7円

同上平成 27年 2月 18日 327,442円

平成 27年 4月 ∞ 日 説5,024円 同上

3Zまも円 同上平成 27年 8月 4日

同上平成27年 11月 4日 31■ 73)円

an740円 同上平成田 年 2月 3日

同上平成 28年 5月 2日 塞聡,789円

平成 28年 11月 2日 591,919円 同上

同上平成29年 2月 1日 ″Ю,615円

平成
"年

5月 1日 28,7%円 同上

取 引先 の氏名 等
法人 との

関  係

役務の提供の

内    容
役務の提供年月日 対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

原稿謝金
平成 27年 3月 25日 33,αЮ円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

講師謝金
平成 27年 10月 23日 5,αЮ円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

原稿謝金
平成

"年
12月 28日 2,8Ю 円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

原願謝金
平成29年 12月 25日 νl,αЮ円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

講師謝金 平成∞ 年 11月 6日
2),0∝)円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

コメンテー

ター謝金
平成∞ 年8月 4日 lQαЮ円

地球環境基金の助成要綱

に基づく

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当らL人での員オ,奎|の運用及てヽ事場鷺
`D〕

重営に関するヨ詢頂

骸 当する事項がある場合にその内容を具体的に識 してくださしヽ )

なし

3支出した割対金 ∈塞麹腫菫垣理型壼1譴遣4!握出旦2含些菫芸狂1重囲墾:の旦と互皇壺書2提出2旦菫工L茎



平成 26年 4月 ∞ 日 3321田 円 WCS(本部米国)ゴ
リラ保全活動支援の

ため

平成 26年 8月 6日 調鳴891円 同上

平成%年 11月 6日
“

L“7円 同上

平成 27年 2月 18日 327,442円 同上

平成 27年 5月 1日 325,124円 同上

平成 27年 8月 5日 3И,ⅨЮ円 同上

平成 27年 11月 4日 31Q■Ю円 同上

平成28年 2月 3日 ま治,70円 同上

平成 28年 5月 2日 困6,7● 円 同上

平成四 年 11月 2日 剪1,919円 同上

平成
"年

2月 1日 ZO,615円 同上

平成29年 5月 1日 247%円 同上

V

V

∝意1申D
。 「役員等に対する資産の臓滅等の状況等 (第 4表付表2)」 :ム 法第騎条第:項に基づく書類|(役員報酬規程守提出書Dの提出時

には口臓及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の勁 の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づぐ自順 (銀輌酬規程等腱出書Dに配載した事項について、

添付を省略することがで誌 す。



V

彰

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 5表 )

(注意1中D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55彙第1項に基づく書類 (役員報酬頗濯崎提出■饉Dの提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ l目定の有効期間D更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 物∪乍ゼ紳括働法人 野生生物呆全調形瞼 チェ,ク 欄

5 次に掲げる:書類について日覧の請求があつた場合に:よ 正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第281条に規定
・
する事業報告書等、役員名簿及び定軟等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議波等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等をm職した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場創こlよ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事駒昴●3いて閲覧させることに同意する。

米回覧に関する細則 eυ萌題0等がある場合には、そα凛瞑」組プ嘴測D等を添付してくださし、

同  意

〇 しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役具名無 社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書0
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記,事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適け る旨を説明する書類こ欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又ば職員給与の支黎螢に関するガ蒻星

ホ

次の事項を言団段した:書類

① 収益の庸胡lIの明細、借入金の明細その他の資金に関する事頃

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掏する取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生する取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは調 者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の規族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及(膠封贋年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及

…

月日

⑦ 海外への送金則ま金銭の持出しを行つた湯創こおけるその金額及び睫途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後l●所轄庁に提出した書類の写し

ノ
レ



書式第14号 (法第44条・51条・58条関⑭

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

゛

し

法人名 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過t
ていること

チェクタ欄

事業年度 設立年月 日

∝意1申0
, 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報蹴昴程嘲腱出■願Dの提出時に当たつて:よ 認定基準書チェック表 (第 6表及び第8:D
は、配載する必目まありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては 認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法

第55条第 1項に基づく●贖 G■躙酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所博庁に提出していること

チェッタ欄

特定非営稲 難 進法第

“

条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 鉦
ヽ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 鉦

ヽ
有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チゥ タ欄

ン

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7わ |ム 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程専掲出書Dの提出時に配載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・ ① 有 。① 有 ・ ① 有 ・ ① 有 。① 有 ・ 無 有 。①



書式第15号 (法第44条。51条・58条関Ю

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動法人 野生生物保錦 詢隣会 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に腋当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに腋当する者がある場合
イ 認定特定非営利1括.動

法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消さ五
た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当腋露定特定非営利活動法人又は当骸特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 彙鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等は1)若

しくは暴力行獅 潜0罪を犯したことにより、又嶼目看震Fし くは地湖脚こ関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等は2'

2認 定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4国 税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

星壺塑鰹星璽星堕2壺墾胆堕コ慶墜堕幽」墨亘曲囲菫医墨曇」墨壺圭麹菫型堕迦駆Ш■2奎」_」菫
I三E聾自堕重卿聖塑型堕区堕Ш塾主ら重I吾受け′翻辮拠分|三係る納税証明書の罰Ⅲ望煙となります)。

5 国税に係る重加輌院則ま地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の納制下にある法人

役員のうち、次のいずれ洲こ該当する者の有無

認定特定非瞥m寵琥υU離 を取り消された場合又は特伊鼎定特定非浄田部蹴却U｀特,日定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営稲 動法人又は当該囀訪1脚む特定ブ断 !括動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しなし靖の有無

有・①

禁銀以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有・①

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に飯 したことにより、若しくは刑

法第2∝ 条等若しくlま暴ノ′テ栄≠亭処Jl去¢りFを犯したことにより、:又は国税若しくは地方税に関す

る法律に藪 したことにより、罰金刑に処せらオkその執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有・①

暴力団の構成員等の有無 有・①

ワ
“ いヽ認定又は特例鵬定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はいく

いヽ定款又は事業計画書の内容|が法令等に違反している法人 Eu''(

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、 4

堕 型 L,璽:墜國 団 麹 墾 塁 塁 重饉 國 慶 望主1塑菫 1墾量 1畳腱 四 連 壁鐘 藍 呟 塵 璽 壁 量 量 生 _
(注 1)その他の事務所がある場斜よ その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)でk員.■個洲″読呈彎■巳仕婦彗には添付:不要

″
● 国税に係る重な[鰤税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 lまし い い

０^ 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 はしていい破)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいこ扇馬をつ

V

シ

′

V

イ

ロ

ハ



書式第 16号‐
(法第 44条・ 51条 。58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

_ヽ′

V

法人名 特定非営和括コ法人 野生生物保全論研究会

(注意1中Q
噌静輸0受入及び支出に■帽する銀行日座名」についてIよ 口座舌引劇記入する必要はありません。

事   業   名 具体的 な事業 内容 実施予定年月
実施予定

場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当予

定   額

研究会の運営

公開理由研究会及

び論説の会報掲載

による研究発表

研究会 6月

会報 7、 12、

3月

GEOC

法人事

務局

2人

参加者及び

一般市民

民間団体・会

員
"9,α

Ю円

野

生

生

物

保

全

プ

ロ

ジ

ェ
ク

ト

の

実

施

調査・提言

ワシントン条約お

よび生物多様性条

約に関する政策の

情報収集

4月～3月
法人事

務局
2人

民間団体

一般市民

会員

運営会員 13

人

正会員∞ 人

20'6,(XЮ

円

普及啓発

セミナー イベン

ト

謂自剛囀豊

インターネットを

使つた普及啓発

3月、7月、

2月

通年

動物園

大学等
2人

参加者及び

一般市民
″Ю,αЮ円

国際会議参

画

■℃N日本委員会

参加

ワシントン条約締

約国会議

年5回

5月^6月

東京都

ジュネ

ープ

1人
参加者及び

一般市民

lβ 13,ⅨЮ

円

会報発行 会報の発行

毎年

7月、12月、

3月

法人事

務局

3人X3

回

民間団体

会員4

運営会員

13人

正会員60人

(発行各

ZЮ 部)

485,∝Ю円

割附慰 浸 入及び支:出lコ用する銀行日層略

三菱UFJ銀行虎ノ門支店 普通預金 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

ゆうちょ銀行 通常貯金 特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会

ゆうちょ銀行 振替口座 野生生物保全論研究会


